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令和３年小野町議会定例会１２月会議 

 

議 事 日 程 （第３号） 

                           令和３年１２月８日（水曜日）午後１時３０分開議 

日程第 １ 委員長の審査結果報告（各部常任委員会委員長） 

日程第 ２ 委員長の報告に対する質疑 

日程第 ３ 議案第６７号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第６号） 

             〔討論、採決、以下日程第７まで同じ〕 

日程第 ４ 議案第６８号 令和３年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議案第６９号 令和３年度小野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
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日程第 ７ 議案第７１号 令和３年度小野町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第７２号 福島県特定事業活動振興計画に基づく小野町税の特例に関する条例について 

             〔討論、採決〕 

日程第 ９ 議案第７３号 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

             〔討論、採決、以下日程第１０まで同じ〕 

日程第１０ 議案第７４号 小野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第７５号 小野町保育所条例を廃止する条例について 

             〔討論、採決、以下日程第１３まで同じ〕 

日程第１２ 議案第７６号 小野町児童館設置条例を廃止する条例について 

日程第１３ 議案第７７号 小野町立幼稚園条例を廃止する条例について 
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開議 午後 １時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（田村弘文君） ただいまから令和３年小野町議会定例会12月会議、第７日目の会議を開きます。 

  ただいま出席している議員は11名で定足数に達しており、会議は成立いたしました。 

  なお、９番、水野正廣議員より、所用により欠席する旨、届出がありました。 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（田村弘文君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の審査結果報告 

○議長（田村弘文君） 日程第１、各部常任委員会より付託事件の審査結果の報告を求めます。 

  初めに、予算決算常任委員会の報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

  10番、久野峻委員長。 

〔予算決算常任委員会委員長 久野 峻君登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（久野 峻君） 予算決算常任委員会における付託事件の審査の結果並びに経過に

ついてご報告を申し上げます。 

  令和３年小野町議会定例会12月会議において予算決算常任委員会に付託された事件は、各部常任委員会付託

事件表のとおりであり、審査の結果と経過につきましては、お手元に配付の委員長報告のとおりであります。 

  以上申し上げまして、予算決算常任委員会の報告といたします。 

○議長（田村弘文君） 次に、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

  総務文教常任委員会副委員長。 

  ４番、先﨑勝馬副委員長。 

〔総務文教常任委員会副委員長 先﨑勝馬君登壇〕 

○総務文教常任委員会副委員長（先﨑勝馬君） 令和３年小野町議会定例会12月会議において総務文教常任委員

会に付託された事件は、各部常任委員会付託事件表のとおりであり、その審査の結果と経過について報告いた

します。 

  議案第72号 福島県特定事業活動振興計画に基づく小野町税の特例に関する条例について、税務課長に出席

を求め、議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  本案は、復興庁設置法等の一部を改正する法律により、福島復興再生特別措置法に農林水産業や観光事業等
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への風評被害に対応する課税の特例規定が追加されたことから、新たに固定資産税の課税免除の措置を講ずる

必要な事項を定めるものであります。 

  本案について、該当事業者数、申請の周知方法、適用期間の考え方について質疑がありました。 

  次に、議案第73号 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、町民生活課長に出席を求め、

議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  本案は、健康保険法施行令の改正により出産育児一時金の見直しが行われたことから、国民健康保険の出産

育児一時金を40万4,000円から40万8,000円に引き上げるものであり、令和４年１月１日から施行するものです。 

  今般の改正は、令和４年１月１日より産科医療補償制度の掛金が１万6,000円から１万2,000円に引き下げる

ことに伴い、この掛金相当分として支給される出産育児一時金加算額も4,000円減額となることから、出産育

児一時金を4,000円引き上げ、支給総額の維持を図るものです。 

  次に、議案第74号 小野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、町民生活課長に出席を求め、

議案の内容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  本案は、国民健康保険法の改正により国民健康保険に加入している未就学児に係る国民健康保険税の均等割

額を５割軽減、軽減世帯にあっては更に軽減後の金額の５割を軽減するものであり、関連する条項について所

要の改正を行うもので、公布の日から施行するものです。 

  以上が、令和３年小野町議会定例会12月会議において総務文教常任委員会に付託された事件の審査結果及び

経過であります。 

○議長（田村弘文君） 次に、厚生産業常任委員会の報告を求めます。 

  厚生産業常任委員会委員長。 

  ６番、会田明生委員長。 

〔厚生産業常任委員会委員長 会田明生君登壇〕 

○厚生産業常任委員会委員長（会田明生君） 令和３年小野町議会定例会12月会議において厚生産業常任委員会

に付託された事件は、各部常任委員会付託事件表のとおりであり、その審査の結果と経過について報告いたし

ます。 

  議案第75号 小野町保育所条例を廃止する条例について、子育て支援課長に出席を求め、議案の内容につい

て詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、令和４年４月の公私連携幼保連携型認定こども園の開園に伴い、町が設置・管理運営いたします小

野町立中央さくら保育園、小野町立夏井おおすぎ保育園及び小野町立飯豊ひまわり保育園を今年度末で閉園に

することから、本条例を廃止するものです。 

  次に、議案第76号 小野町児童館設置条例を廃する条例について、子育て支援課長に出席を求め、議案の内

容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

  本案は、前号議案同様の理由により小野町立浮金つつじ児童園を今年度末で閉園にすることから、本条例を
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廃止するものです。 

  次に、議案第77号 小野町立幼稚園条例を廃止する条例について、子育て支援課長に出席を求め、議案の内

容について詳細な説明を受け、審査した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

  本案は、議案第75条と同様の理由により小野町立小野わかば幼稚園を今年度末で閉園にすることから、本条

例を廃止するものであります。 

  以上が、令和３年小野町議会定例会12月会議において厚生産業常任委員会に付託された事件の審査結果及び

経過であります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の報告に対する質疑 

○議長（田村弘文君） 日程第２、各部常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 

  これで、各部常任委員会委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６７号～議案第７１号の討論 

○議長（田村弘文君） 日程第３、議案第67号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第６号）から日程第７、

議案第71号 令和３年度小野町水道事業会計補正予算（第２号）まで、５議案を一括して議題といたします。 

  これより討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６７号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  初めに、議案第67号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第６号）について、お諮りいたします。本案は、

原案のとおり決定することに賛成する議員の起立を求めます。 

〔起立全員］ 

○議長（田村弘文君） 起立全員であります。 

  したがって、議案第67号 令和３年度小野町一般会計補正予算（第６号）については、原案のとおり可決さ
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れました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６８号～議案第７１号の採決 

○議長（田村弘文君） 次に、議案第68号 令和３年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議

案第71号 令和３年度小野町水道事業会計補正予算（第２号）までの４議案について、お諮りいたします。本

案は、それぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第68号から議案第71号までの４議案については、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７２号の討論 

○議長（田村弘文君） 日程第８、議案第72号 福島県特定事業活動振興計画に基づく小野町税の特例に関する

条例についてを議題といたします。 

  これより討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７２号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第72号 福島県特定事業活動振興計画に基づく小野町税の特例に関する条例について、お諮りいたしま

す。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第72号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７３号及び議案第７４号の討論 

○議長（田村弘文君） 日程第９、議案第73号 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから日

程第10、議案第74号 小野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてまで、２議案を一括して議題
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といたします。 

  これより討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７３号及び議案第７４号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第73号 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから議案第74号 小野町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてまでの２議案について、お諮りいたします。本案は、それぞれ原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第73号から議案第74号までについては、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７５号～議案第７７号の討論 

○議長（田村弘文君） 日程第11、議案第75号 小野町保育所条例を廃止する条例についてから日程第13、議案

第77号 小野町立幼稚園条例を廃止する条例についてまで、３議案を一括して議題といたします。 

  これより討論に入ります。 

  事前の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７５号～議案第７７号の採決 

○議長（田村弘文君） 議案の採決を行います。 

  議案第75号 小野町保育所条例を廃止する条例についてから議案第77号 小野町立幼稚園条例を廃止する条

例についてまで、３議案を一括して、お諮りいたします。本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第75号から議案第77号までの３議案については原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩といたします。 

  これより、追加議事日程の資料を配付いたします。 
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休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 １時４７分 

 

○議長（田村弘文君） ただいま、追加議事日程及び議員提出議案第10号の議案を配付いたしました。 

  配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） なければ、再開いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の上程、説明 

○議長（田村弘文君） 追加日程第１、議員提出議案第10号 議員派遣についてを議題といたします。 

  本案は、議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議員提出議案第10号 議員派遣について、５番、渡邊直忠議員の説明を求めます。 

  ５番、渡邊直忠議員。 

〔５番 渡邊直忠君登壇〕 

○５番（渡邊直忠君） 議員提出議案第10号 議員派遣について、小野町議会会議規則第14条の規定により、下

記のとおり提出する。 

  令和３年12月８日提出。 

  提出者、渡邊直忠、賛成者、先﨑勝馬、同じく会田明生、同じく緑川久子、同じく中野孝一の各議員のであ

ります。 

  提案理由、地方自治法第100条第13項及び小野町議会会議規則第127条第１項の規定に基づき、議員を派遣す

るため提出する。 

  以上であります。議員各位のご賛同をよろしくお願いをいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の質疑 

○議長（田村弘文君） 議案に対する質疑を行います。 

  議員提出議案第10号 議員派遣について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 質疑なしと認めます。 
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  したがって、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の討論 

○議長（田村弘文君） 続いて、討論を行います。 

  議員提出議案第10号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） 討論なしと認めます。 

  したがって、討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第１０号の採決 

○議長（田村弘文君） 次に、議案の採決を行います。 

  議員提出議案第10号 議員派遣について、お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（田村弘文君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議員提出議案第10号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議の宣告 

○議長（田村弘文君） これで、定例会12月会議に付議された事件は全て終了いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（田村弘文君） 12月会議の終了に当たり、一言ご挨拶と御礼を申し上げます。 

  本会議は７日間の長期にわたり、執行部提案の補正予算、条例等の新設・改正・廃止、人事案件、契約変更

案件等、多岐にわたり審議をしていただきました。 

  審議過程においてありました質疑、提案等については、今後の事業推進の中の検討材料として、また、４名

の議員が町事務事業全般にわたり一般質問を行い、執行部より前向きな答弁をいただきました。ぜひ実施する
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ための検討であることを期待いたします。 

  本年も全ての会議におきまして、コロナ対策を実施しての不自由な中での開催となりましたが、議員各位、

また町執行部の方々のご理解とご協力によりまして円滑な議会運営ができましたことに、改めて感謝と御礼を

申し上げます。 

  今後、コロナ対策として３回目のワクチン接種が実施される予定でございます。町民の健康と安全・安心な

生活を守るためにも、希望者に対して早期の接種開始を町にお願いするものであります。 

  12月に入り、日に日に寒さが増してきますので、議員各位、町執行部並びに職員の皆さんには、ご自愛くだ

さるようお願いいたします。 

  少し早いですが、健康で希望を持って新しい年をお迎えくださるよう祈念いたしまして、閉会に当たっての

ご挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（田村弘文君） ここで、町長から発言があれば、これを許します。 

  町長。 

  村上町長。 

〔町長 村上昭正君登壇〕 

○町長（村上昭正君） 令和３年小野町議会定例会12月会議の閉会に当たり、一言御礼を申し上げます。 

  今定例会には、令和３年度各会計補正予算案件５件、条例制定案件１件、条例改正案件２件、条例廃止案件

３件など議案13件をご提案申し上げましたところでありますが、議員の皆様には、連日ご精励の上、慎重ご審

議の結果、全議案ご議決を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  また、一般質問での多岐にわたるご質問やご提案、さらには委員会審議の過程でいただきましたご意見、ご

助言に対しましては、趣旨を十分に踏まえまして、今後の町政運営に努めてまいります。 

  さて、月日がたつのは早いもので、今年も残すところ、あと３週間余りとなりましたが、昨年に引き続き、

新型コロナウイルス感染症への対応に終始した１年でありました。現時点では感染状況は落ち着いております

が、新たな変異株の影響などにより、再び厳しい状況に逆戻りしないとも限りませんので、今後の感染状況を

注視しながら、継続して感染予防対策を講じていくとともに、地域経済の活性化にも力を注いでまいります。 

  来年は町内に明るい話題が広がる年になることを心から願うとともに、町民の皆様がこの町に住んでよかっ

たと思っていただけるような魅力ある持続可能なまちづくりに向けて、懸命に取り組んでまいります。 

  結びに、議員各位におかれましては、寒さがまた一段と厳しくなってまいりますので、くれぐれも健康にご

留意をいただき、引き続き町政の発展のため、ご指導、ご支援賜りますようお願い申し上げ、閉会に当たって

の御礼の挨拶といたします。大変ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（田村弘文君） 本日の会議は、これをもって散会といたします。 

 

散会 午後 １時５７分 

 


